
 

島根県立都市公園指定管理優良業務表彰について 

１．主 旨 

   島根県土木部が委託する島根県立都市公園指定管理業務においては、指定管理者

相互の啓発を図り、サービスの向上等に資することを目的として、優良な指定管理

者を表彰することとしています。 

 

２．審査・表彰方法 

   指定管理業務期間（５年間）の業務について、指定管理業務評価で優秀な評価を

得る等、最も優れた管理を行った指定管理者を表彰します。 

   今回、令和２年度から令和６年度まで委託している業務について、土木部長表彰

を行います。 

 

３．表彰式 

   日 時：令和８年３月１１日（水）午後２時から（３０分程度） 

場 所：土木部長室（県庁南庁舎 5 階） 

 

４．表彰業務、表彰対象者 

   表彰業務：島根県立万葉公園指定管理業務 

   表彰対象者：大畑建設株式会社 

 

５．表彰対象者が管理する公園の概要 

  ・公園名：島根県立万葉公園 

  ・所在地：益田市高津町、飯田町 

  ・公園開設面積：４８．４ha 

  ・主な施設：万葉植物園、和風野外音楽堂、 

やすらぎの家、まほろばの園、 

石の広場、太陽の広場、子どもの広場、 

展望広場、オートキャンプ場など 

  ・業務の内容：公園の運営管理、施設の維持管理、 

有料施設の利用許可、自主事業の実施など 

  ・指定期間：令和２年 4 月１日～令和７年３月３１日 

  ・指定管理者ホームページ：http://www.ohata.jp/manyou/ 

 

http://www.ohata.jp/manyou/

